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Ⅲ 関連する他の法律や分野との関係 

【項目】 

Ⅲ－１ 医療  

 

医療・合同作業チームでは、障害者の医療をめぐる現状を踏まえつつ、障害

者は保護の対象ではなく権利の主体であるとの考えに立ち、障害当事者の経験

に即した視点から、諸課題への解決策につながるよう、制度の在り方につき検

討を行った。 

（第１期（H22.10～12月）には精神医療を中心に、第２期（H23.1～6月）には、

障害の種別を問わず、障害者の生活を支える地域医療を主題として検討。） 

 

【表題】「地域における障害者の生活を支える医療」の実現に向けた理念と制度

基盤の構築 

【結論】 

○ 障害者が地域で暮らし社会参加できるようにするためには、適切な医療の

提供が不可欠である。医療は、福祉サービス及び保健サービスとの有機的連

携を確保しながら提供される必要があるという、障害者総合福祉法（仮称）

の理念は医療保健の分野にかかる法律においても確立されるべきである。 

○ また、包括的なサービス提供の基盤となるものとして、個々の障害者に対

する相談支援の際、当該障害者の福祉・保健・医療にわたるニーズに合った

総合的な相談支援が自己決定への支援と一体的に提供されることが必要であ

る。このような本人の希望を踏まえた総合的な支援が障害者総合福祉法（仮

称）のみならず、医療保健の分野にかかる法律においても実施できるよう、

基盤整備が有機的連携の下になされなければならない。 

 

【説明】 

障害者に対する医療は、疾病に対する治療を提供する医療（医療学モデルに

基づく医療）とは在るべき姿を異にする。医療学モデルではなく個々の障害者

の生活の状況を基盤として、日常生活を支える不可欠のサービスとして、医療

が、保健、福祉、生活支援のサービスと有機的連携を確保しつつ提供されるこ

とが重要である。このような観点から、障害者に対する地域医療をさらに向上

発展させていくための理念と制度基盤の構築が、障害者総合福祉法（仮称）の

みならず医療法、地域保健法等の関係法令のもとでも必要である。 
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【表題】障害者の医療費公費負担制度の見直し 

【結論】 

○  障害者の医療費公費負担制度の見直しに際しては、現行の自立支援医療制

度のみならず、特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業、高

額療養費制度、都道府県の重度心身障害児者医療費助成制度等を総合的に検

討の対象とする必要がある。 

 

【説明】 

 地域で生活する障害者は、障害の種類にもよるが、外来等により反復継続し

て医療を受ける必要がある場合が多く、その経済的負担は本人の負担能力に比

して過重となりやすい。また、必要な医療が適時的確に受けられるようにする

ことは障害の重度化を予防する観点からも重要であり、経済的負担の過重感か

らこれが妨げられることがあってはならない。こうした観点から、自立支援医

療のみならず、様々な医療費公費負担制度に基づき講じられている負担軽減の

仕組みを総合的に検討していく必要がある。 

 難病等の慢性疾患患者の多くは長期にわたる医療費に加えて、遠方の専門医

療機関への通院交通費等の経済的負担が重く、緊急な対応が必要である。 

 

 

【表題】医療的ケアのにない担い手の確保 

【結論】 

○  重度の障害者の地域生活を支援するため、日常的に必要となる医療的ケア

のにない担い手を増やしていく必要があり、介護職員等に関する法令上の規

定の整備や医療関連職種に関する法令との調整が必要である。 

○  また、障害者の高齢化に伴い、医療的ケアを必要とする人が増えることか

らも、その担い手を増やしていく必要がある。 

○  その際、介護職員等が不特定多数の対象者へ当該医療的ケアを行う場合

（入所施設でのケア等）と、にない担い手が個別的に特定の対象者へ特定の

ケアを行う場合（学校や在宅でのケア等）を区別し、それぞれに相応しいた

柔軟な実施体制の整備が図られるべき。 

 

【説明】 

平成 23 年の社会福祉士法、及び介護福祉士法の改正により、平成 24 年度か

ら、たんの吸引と経管栄養について、看護師等だけでなく、一定の研修を受け

た介護職員等も行うことができるようになった。 
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研修受講の便宜を図りつつ、これらの医療的ケアをになう介護職員等を増や

していくとともに、医療的ケアを日常的に必要とするより多くの障害者が地域

で円滑に生活を送れるよう介護職員等が実施できる医療的ケアの範囲をさらに

拡大することも検討する必要がある。 

 

 

【表題】重度身体障害児者、重症心身障害児者の医療と地域生活 

【結論】 

○  重度身体障害児者や重症心身障害児者にとっては、障害者総合福祉法によ

る長時間介助サービスと相まって、地域生活を送るうえでのニーズに即した

医療サービスが身近なところで受けられる体制と、日常的な医療的ケアが日

頃介助している介助者によって行いうる体制を構築することが必要である。

同時に、ショートステイも含めた施設への入院・入所機能の確保も重要であ

る。 

 

【説明】 

 障害が重度であっても地域で生活できるよう支援を講じていくことが重要で

ある。このためには、長時間介助サービスの提供と相まって、日常的な医療の

提供が確保されること、また、生命と生活のセーフティネットとしての施設機

能が確保されることが重要であり、そのような体制を充実させるための関係法

令の整備が必要となる。 

 

 

【表題】難病等のある障害者の医療と地域生活 

【結論】 

○  難病その他の希尐疾患等のある障害者にとっては、身近なところで専門性

のある医療を受けることができる体制及び医療を受けながら働き続けるこ

とのできる就労環境が求められ、このための法令の整備が必要である。 

○  難病等について検討する会を設置するものとする。 

 

【説明】 

難病等にかかるのある障害者について、概念整理を進める必要があるが、難

治性慢性疾患のある人も含むよう幅広くとらえ、それらの人に対しては障害者

総合福祉法（仮称）にもとづく生活支援が講じられるとともに、医療及び就労

分野の法令において、医療を受けながら地域生活、特に働き続けることができ
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る環境の整備について規定していくことが必要である。 

新たに設置する難病等について検討する会においては、上記項目をはじめ、

特定疾患治療研究事業の対象疾患や難治性疾患の研究のあり方、小児慢性特定

疾患のキャリーオーバーの検討、「長期高額医療の高額療養費の見直し」などの

議論を踏まえつつ、検討を行うものとする。 

 

 

【表題】精神障害者の医療と地域生活 

【結論】 

○ 精神障害者にとっては、総合福祉法において、安心して地域社会で自立し

た生活を送るための生活支援や相談支援が求められるが、医療の分野におい

ては福祉サービスと連携しつつ、地域の身近なところで必要な通院医療や訪

問診療を受けられる体制が求められる。なお、総合病院における精神科の設

置が求められる。 

○ 精神障害者が調子を崩したとき、家族との関係が一時的に悪化したとき等

に、入所・入院ではなく精神障害者自身の選択及び医学的判断で利用可能な

入所、入院を防ぐあるいは再発予防のためのドロップインセンター（自立訓

練等の提供とともに、安心して駆け込み、身をおける居場所としての機能も

併せ持つシェルター）として、必要時にすぐに使えるレスパイトやショート

ステイが必要である。その際、障害程度区分に依らず使える仕組みとするこ

とが必要である。 

 

【説明】 

地域移行、支給決定、相談支援の項におけるセンターの機能は、この項とも

密接に関係する。 

（※ なお、人権保障の観点からの社会的入院の解消、地域移行等については、

別項で記述する。） 

 

 

【表題】発達障害者の医療と地域生活 

【結論】 

○  発達障害者にとって、地域で生活できるためには、総合福祉法に基づく生

活支援とともに、身近なところで専門的な治療や療育をうけられる体制の確

立・整備が求められる。 
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【説明】 

特に、発達障害の診断・治療・療育に係る指針等を普及させ、これらを担う

能力を十分に備えた医師等の医療従事者を増やすことにより、医療の質を上げ

る(不必要な投薬を避け、適切な支援を提供する)こと体制の確立・整備が求め

られる。 

 

 

【表題】精神障害者に係る非自発的入院や入院中の行動制限 

【結論】 

○  関係する法律（精神保健福祉法、医療法等）を抜本的に見直し、以下の事

項を盛り込むべきである。 

いわゆる社会的入院を解消し、精神障害者が地域社会で自立（自律）した生

活を営むことができるよう、権利の保障を踏まえた規定を整備することによ

り、いわゆる社会的入院を解消すること 

非自発的な入院や入院中の行動制限については、人権制約を伴うものである

ことから、本人の意に反した又は本人の意思を確認することができない状況

下での適正な手続に係る規定とともに、医療内容に踏み込んだ人権保障の観

点から第三者機関による監視及び個人救済を含む適切な運用がなされること

を担保する規定を整備すること 

・その際、第三者機関の必要経費は、国庫が負担すること 

 

【説明】 

 精神科病院への入院や医療の提供は、原則、本人の自由な意思に基づいて行

われるべきであり、これは自己決定権という基本的人権の一つである。やむを

得ず非自発的入院や入院中の行動制限が行われる場合においては、この基本的

人権の手続的な保障としての障害のない人との平等を基礎とした実効性のある

適正手続が確保されるよう法制度の整備が必要である。 

 

 関連して、精神疾患の入院ニーズを精査し、国並びに都道府県は精神科病床

の削減計画を立て、入院に代わる地域での医療体制を構築することが必要であ

る。これは、地域移行、資源整備の項における計画とも密接に関連する。 

同時に、医師や看護師等の精神医療に充てる人員の標準を一般医療より尐な

く設定している現行の基準を改め、必要最低限の適正な病床数と必要な人員を

配置し、精神医療の質を向上するための根拠となる規定を設ける必要がある。 
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【表題】入院中の精神障害者の権利擁護 

【結論】 

○  精神科病院における権利擁護については、の入院者については、現行の精

神保健福祉法においては精神医療審査会があるが、現状では種々の問題を有

している。そのため、入院中の精神障害者も含む精神科病院における権利擁

護を定着させるための制度（例えばオンブズパーソン制度）が必要になって

いる。総合福祉法における第三者の訪問による権利擁護制度と連携協力する

観点から、精神保健福祉法の見直しの課題として、入院中の精神障害者も含

む精神科病院における権利擁護を定着させるための制度（例えばオンブズパ

ーソン制度）これらの制度を位置づける必要がある。 

 

【説明】 

精神科病院の入院者については、現行の精神保健福祉法においては精神医療

審査会があるが、現状では種々の問題を有しており、機能していない。そのた

め、入院中の精神障害者も含む精神科病院における権利擁護を定着させるため

の制度（例えばオンブズパーソン制度）が必要になっている。精神科病院にお

ける権利擁護を定着させるための制度として、例えばオンブズパーソン制度が

あり、これはスウェーデンで始まった行政に対する苦情処理と監察を行う第三

者機関制度のことであり、施設での権利侵害等に対する独自の調査と改善を求

める機関として機能している。大阪府では、精神科病院に市民が訪問し、利用

者の声をもとに処遇や療養環境の向上を目指す精神医療オンブズマンがは、大

阪府の制度（現在の療養環境サポーター活動 ）として取り組まれている位置づ

けられていることなどを踏まえて、精神保健福祉法の見直しの課題にすること

が必要である。 

 

 

【表題】精神障害者に対する精神医療の質の向上 

【結論】 

○  精神障害者の入院ニーズを精査し、国並びに都道府県は精神科病床の削減

計画を立て、入院に代わる地域医療の体制を構築することが必要である。 

○ 医師や看護師等の精神医療に充てる人員の標準並びに診療報酬を一般医療

より尐なく設定している現行の基準を改め、適正な病床数と必要な人員を配

置し、精神医療の質を向上するための根拠となる規定を設ける必要がある。 

 

【説明】 
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推定で 7万人と言われている、いわゆる「社会的入院」を解消するためには、

入院に代わる地域医療の体制の構築は不可欠であり、これは地域移行、資源整

備の項における計画とも密接に関連する。 

精神医療の提供に当たっては、一般医療と同様、インフォームドコンセント

を得るという原則を徹底するとともに、身体拘束や閉鎖空間での処遇等の行動

制限を極小化するべきであり、そのためにも、地域医療の体制の構築と精神医

療の質を向上するための根拠となる規定を設けることが必要である。 

 

 

【表題】保護者制度 

【結論】 

○  保護者制度は廃止の問題点を解消するためにし、これ扶養義務者等に代わ

る公的制度をの確立を検討するべきである。 

 

【説明】 

医療保護入院に係る同意を含む「保護者制度」の問題点を解消するために、

自らの判断と選択による医療の利用が保障されるべきことを確認するとともに、

非自発的な入院等の際に公的機関がその責任を果たす制度を構築し、その導入

に伴い保護者制度は廃止する。 

 

 

【表題】精神障害者の入院に係る病室の規定の見直し障害を理由とした医療提

供の拒否の禁止 

【結論】 

○  障害者、特に精神障害者の身体疾患合併症に対しては、一般病院において

入院治療は可能であるにもかかわらず、実際の医療現場では障害者、特に精

神障害者であるとの理由で身体的治療を拒否されることが多い。よって、全

ての障害者を対象とした「障害を理由とした医療提供の拒否」を禁止するよ

う制度を改正し、精神病患者を精神病室でない病室に入院させないこととし

ている医療法施行規則第１０10条三 3項をについても廃止を検討する。 

 

【説明】 

精神障害者が精神疾患を持ちながら地域で生活するには、一般病院を含め身

近なところで通院や往診などを受診できることが重要となる。特に身体疾患合

併症に対しては「障害を理由とした医療提供の拒否」はあってはならず、この
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ことは精神障害者にのみならず障害者全般に関わる重要課題である。その際、

精神疾患の治療の場を他疾患と同様に一般医療の中に組み込み精神科医療への

アクセスをよくすることは、再発予防や早期発見につながるため医療法施行規

則第 10 条 3 項についても廃止の検討が必要である。。また、医療従事者や市民

が抱く精神科医療への抵抗感や偏見をなくし、ひいては地域移行の推進にもつ

ながる。その障壁となっている当該規定は廃止すべき。 

 

 

【表題】障害者に対する歯科保健・歯科医療の充実 

【結論】 

○  障害者、特にアテトーゼや行動障害を伴う障害者に対し、身近なところで

歯科保健サービス及び歯科医療を提供する体制の整備・充実のため、院内で

治療できるよう、物的設備の整備支援、歯科医師等に対する障害に関する研

修、訪問治療等につき、医療法等の関連法令の規定の見直しが必要である。 

 

【説明】 

障害者にとって歯科治療を円滑に受けることが困難な状況が依然として存在

する。歯科医療及び予防は、障害者にとって、健康保持、学習発達（特に障害

児）、生活機能の回復向上に重要であり、現状の改善が不可欠である。 


